
は じ め に

国際会計基準審議会（IASB）は，昨年11月

に公開草案ED10号「連結財務諸表」（以下

「公開草案」という）を公表している。当公開

草案の目的は，現行の IAS27号「連結財務諸

表及び個別財務諸表」とSIC12号「連結－特

別目的事業体」に代えて，新たな連結規定につ

いての単一の IFRSを設け，事業体の支配の

定義を明確化するとともに適用上の論点を取り

扱い，連結及び非連結事業体についての開示を

拡大することである。

公開草案の内容は，IASBが2003年６月に開

始した連結プロジェクトにおいて検討されてき

たものであるが，金融危機や金融安定化フォー

ラムの勧告に対応して作業を加速化し公表され

た。なお，IASBは別のプロジェクトで金融商

品の認識の中止を検討しており，その内容が本

公開草案で扱っている仕組事業体（structured

 

entity）と密接に関連するため，当初同時に公

開草案を公表することを予定していたが，連結

基準の改訂に対する多くの関係者からの要望に

対応し今回の公表にいたっている。

背 景

従来から，企業すなわち報告事業体が他の事

業体を連結するときの判定は「支配」によってい

る。現行の IAS27号はその支配を「他の事業体

の活動からの便益を獲得するための財務および

営業の方針を統治する力」として定義している。

一方，特別目的事業体（SPE）についての

支配の判定は困難であるため，SIC12号が別途，

連結すべき時点についての指標を示している。

SIC12号では，表１の指標により誰が便益を受

けているか，誰がリスクを負担しているのかが

分析され，SPEの支配の推定が行われる。し

かし，当該指標ではリスクと経済価値に重点が

置かれるため，支配に重点を置く IAS27号と
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実質的に，その企業は，SPEの事業活動からの便益を得るために，SPE又はその資産

に関連した残余価値又は所有リスクの大半を負っている。

⒟残余価値又は

所有リスク

実質的に，企業はSPEの便益の大半を獲得する権利をもつゆえにSPEの事業活動に

伴うリスクに晒されている。

⒞便益とリスク

実質的に，企業はSPEの事業活動の便益の大半を獲得するための意思決定の権限を保

有し，又は「自動操縦」の仕組みを設定することによって企業はこの意思決定の権限を

委託している。

⒝意思決定

実質的に，SPEの事業活動が企業の特定の事業上の必要に従ってその企業のために行

われ，それにより企業はSPEの事業運営から便益を受けている。

⒜事業活動

〔表１〕 SIC12号におけるSPEの支配についての指標
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